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○安八町高度処理型合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱 

 

安八町高度処理型合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、生活排水による河川の水質汚濁の進行を防止し、公共用水域

の水質の改善を図るため、町が行う高度処理型合併処理浄化槽設置整備事業に係

る経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、

安八町補助金等交付規則（昭和５８年規則第１４号）に規定するもののほかに、

必要な事項を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めると

ころによる。 

（１） 合併処理浄化槽 浄化槽法（昭和５８年法律第４３号。以下「法」とい

う。）第２条第１号に規定するし尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽であ

って、生物化学的酸素要求量（以下「BOD」という。）除去率９０％以上、放流

水のBODが１l当たり２０mg（日間平均値）以下の機能を有するものをいう。 

（２） 高度処理型合併処理浄化槽 次のいずれかに該当するものをいう。 

ア 窒素又はリン除去能力を有する高度処理型合併処理浄化槽 前号に規定す

る合併処理浄化槽の機能を有し、放流水の総窒素濃度が１l当たり２０mg（日

間平均値）以下又は総リン濃度が１l当たり１mg（日間平均値）以下の処理

する機能を有するものをいう。 

イ 窒素及びリン除去能力を有する高度処理型合併処理浄化槽 第１号に規定

する合併処理浄化槽の機能を有し、放流水の総窒素濃度が１l当たり２０mg

（日間平均値）以下及び総リン濃度が１l当たり１mg（日間平均値）以下の

処理する機能を有するものをいう。 

ウ BOD除去能力を有する高度処理型合併処理浄化槽 BOD除去率９７％以上、

放流水のBODが１l当たり５mg（日間平均値）以下の機能を有するものをいう。 
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（３） 住宅 主に居住を目的とした住宅（共同住宅及び長屋建て住宅を除く）

又は居住の用に供する部分と事務所、店舗、その他これに類するものに供する

部分とが併用されている住宅（居住の用に供する部分の床面積が２分の１以上

であるものに限る。）をいう。 

（補助対象） 

第３条 町長は、次の各号に定める地域内において、処理対象人員１０人以下で住

宅に設置後の維持管理の責任が明らかな高度処理型合併処理浄化槽を設置する者

に対して、補助金を交付する。 

（１） 下水道法（昭和３３年法律第７９号）第４条第１項に基づき策定された

事業計画に定められた予定処理区域（以下「下水道事業計画区域」という。）

以外の地域 

（２） 下水道の整備が原則として７年以上見込まれない下水道事業計画区域内

の地域であって、水質汚濁防止法（昭和４５年法律第１３８号）第１４条の８

第１項に規定する生活排水対策重点地域に該当する地域 

（３） 予定処理区域内で供用開始後に設置するもので、既設下水道管より１０

０m以上敷設が必要な地域 

２ 前項に規定する合併処理浄化槽は、次の各号に適合するものとする。 

（１） 「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」（平成４年１０

月３０日付け衛浄第３４号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策

室長通知）が適用される合併処理浄化槽にあっては、同指針に適合するものと

して、全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会（以下「全浄協」という。）

に登録されていること 

（２） 社団法人全国浄化槽連合会（以下「全浄連」という。）の機能保障制度

又は公益社団法人岐阜県浄化槽連合会（以下「岐浄連」という。）の岐阜県浄

化槽生涯機能保障制度の登録を受けていること 

３ 第１項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補

助金を交付しない。 
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（１） 法第５条第１項の規定に基づく設置の届出の審査及び建築基準法（昭和

２５年法律第２０１号）第６条第１項の規定に基づく確認を受けずに高度処理

型合併処理浄化槽（以下「合併処理浄化槽」という。）を設置しようとする者 

（２） 住宅を借りている者が、その住宅に設置する場合で、賃貸人の承諾を得

られない者 

（３） 販売又は展示の目的で住宅を建築し、合併処理浄化槽を設置する者及び

購入した者 

（４） 補助金交付内定通知をする前に工事に着手した者 

（５） 町税その他町に属する債権を滞納している者 

（６） 既存住宅の除去により新たな住宅を建築し、合併処理浄化槽を設置する

者 

（７） その他町長が適当でないと認めた者 

（補助金） 

第４条 補助金の額は、合併処理浄化槽の設置に要する費用であって、別表１から

別表３の第１欄に掲げる区分につき、それぞれ第２欄に定める額を限度とする。 

補助金の交付決定には、次に掲げる事項が条件として付されているものとする。 

(1) 補助金を交付する場合にあっては、補助事業者が次のいずれかに該当すると

きは、補助金を交付しないこと。 

ア  暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律

第７７号。次号において「暴対法」という。）第２条第２号に規定する暴力

団をいう。以下同じ。） 

イ  暴力団員（暴対法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

ウ  役員等（法人にあっては役員及び使用人（支配人、本店長、支店長その他

いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所の業務を統括する者（営

業所の業務を統括する権限を代行し得る地位にある者を含む。）をいう。以

下同じ。）を、法人以外の団体にあっては代表者、理事その他法人における

役員及び使用人と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者及びその

使用人をいう。以下同じ。）が暴力団員であるなど、暴力団がその経営又は

運営に実質的に関与している個人又は法人その他の団体（以下この条におい

て「法人等」という。） 

エ 役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用して

いる個人又は法人等 

オ  役員等が、その属する法人等若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は
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第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等（暴力団員又は

暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者をいう。以下同じ。）を利

用している個人又は法人等 

カ  役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供

与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与して

いる個人又は法人等 

キ  役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難され

るべき関係を有している個人又は法人等 

ク  役員等が、暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与してい

る者であることを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入

契約等を締結し、これを利用している個人又は法人等 

（補助金交付申請） 

第５条 第３条に定める補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）

は、補助金交付申請書（別記様式第１号）に次に掲げる書類を添付して、町長に

提出しなければならない。ただし、第６号から第８号までに掲げる書類について

は、全浄協、全浄連又は岐浄連の登録浄化槽の場合に限る。 

（１） 申請者が住宅等を借りている者であるときは、賃貸人の承諾書 

（２） 設置場所の案内図 

（３） 浄化槽設置届出書又は浄化槽設置通知書の写し及び建築確認済証の写し 

（４） 浄化槽工事請負契約書の写し及び見積書の写し 

（５） 浄化槽設備士免状の写し 

（６） 全浄協登録証の写し 

（７） 全浄協登録浄化槽管理票C表 

（８） 全浄連の機能保障登録証又は岐浄連の生涯機能保障証登録証 

（９） 誓約書（別記様式第２号） 

（１０） 同意書（別記様式第３号） 

（１１） その他町長が必要と認める書類 

（交付の決定等） 

第６条 町長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、その

内容を審査して補助金の交付の可否を決定するものとする。この場合において、
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町長は、補助金の交付を決定した者に対しては、補助金交付決定通知書（別記様

式第４号）により、交付しないと決定した者に対しては、補助金交付却下通知書

（別記様式第５号）によりそれぞれ通知する。 

（変更承認申請書等） 

第７条 前条の規定により補助金交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）

は、補助金交付申請内容を変更する場合又は補助事業を中止し、若しくは廃止し

ようとするときは、変更承認申請書（別記様式第６号）を町長に提出し、その承

認を受けなければならない。 

２ 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行

が困難になった場合は、完了予定の日の前日又は当該年度の３月２８日のいずれ

か早い日まで町長に報告し、指示を受けなければならない。 

（事業実績報告） 

第８条 補助事業者は、補助事業の完了の日から起算して１箇月を経過した日又は

当該年度の３月３１日のいずれか早い日までに事業実績報告書（別記様式第７号）

に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。 

（１） 法定検査の依頼書又はそれに代わる書類の写し 

（２） 浄化槽保守点検、清掃業者との業務委託契約者又はそれに代わる書類の

写し 

（３） 浄化槽チェックリスト 

（４） 浄化槽施工工事写真一式（施工基準によるもの） 

（５） 請求書又は領収書の写し 

（６） その他町長が必要と認める書類 

（完成検査） 

第９条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、現場において

合併処理浄化槽の設置状況の完成検査を行うものとする。 

２ 補助事業者は、前項の規定による完成検査に応じなければならない。 

（交付額の確定） 
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第１０条 町長は、前条の規定による完成検査後、補助事業の成果が、補助金交付

申請書の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の交付額

を確定し、補助金交付額確定通知書（別記様式第８号）により補助事業者に通知

する。 

（補助金の請求） 

第１１条 町長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書

（別記様式第９号）による補助事業者の請求に基づき、補助金を交付する。 

（補助金交付の取消し等） 

第１２条 町長は、補助金の確定通知又は補助金の交付を受けた者が、この要綱に

反する行為があると認めたときは、当該決定の全部又は一部を取り消し、補助金

の全部又は一部の返還を求めることができる。 

（委任） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、交付の日から施行し平成２２年４月１日から適用する。 

附 則（平成２４年要綱第３３号） 

この要綱は、平成２４年６月２８日から施行する。 

 

 

 

別表１（第４条関係、窒素又はリン除去型） 

1 人槽区分 2 補助限度額 

5人槽 384,000円 

6～7人槽 462,000円 

8～10人槽 585,000円 

別表２（第４条関係、窒素及びリン除去型） 

1 人槽区分 2 補助限度額 
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5人槽 528,000円 

6～7人槽 693,000円 

8～10人槽 963,000円 

別表３（第４条関係、BOD除去型） 

1 人槽区分 2 補助限度額 

5人槽 489,000円 

6～7人槽 654,000円 

8～10人槽 903,000円 
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別記様式第１号（第５条関係） 

別記様式第２号（第５条関係） 

別記様式第３号（第５条関係） 

別記様式第４号（第６条関係） 

別記様式第５号（第６条関係） 

別記様式第６号（第７条関係） 

別記様式第７号（第８条関係） 

別記様式第８号（第１０条関係） 

別記様式第９号（第１１条関係） 

 


